
                                

臨時出店での注意事項 

 

  学校祭や地域のお祭り等の行事の開催に伴い臨時に出店し、食品を調理・提供する事例が増

えています。もしそこで食中毒事件が発生してしまえば、せっかくの楽しい行事も台無しにな

ってしまいます。 

 臨時の出店であっても食中毒などの事故があったときは、営業者と同様の責任を伴うことに

なりますので、次の事項を守って衛生的な食品の提供に努めてください。 

 

 食品の取扱いは・・・  

１ 手指には、目に見えない細菌（食中毒菌）やウイルスが付着しています。 

  調理した人の手から食品を汚染して食中毒の原因になることがあります。調理作業前やト 

イレの後、金銭を取り扱った後などには、こまめに手を洗いましょう。 

２ 食品に手指が触れる作業を行う場合は、使い捨てビニール手袋等を使用するよう努めまし 

ょう。 

３ 冷蔵保存が必要な食品を取り扱う場合は、冷蔵庫や保冷剤を入れたクーラーボックスを用 

意して保管し、室温に放置しないようにしましょう。 

４ 前日に調理して作り置きした場合、翌日までに食中毒菌が増殖して危険な場合があります。 

調理は、提供する直前に行い、作り置きはしないようにしましょう。 

５ 作ってから食べるまで時間をおかないことが大切です。会場内で早めに食べてもらうよう 

にしましょう。 

６ 原材料の洗浄や仕込みは、調理設備や給水設備が整った場所で行い、出店場所では、原則 

として煮る・焼くなどの加熱処理だけにしてください。 

７ 食品に直射日光が当たらないよう注意しましょう。 

 

 施設・設備は・・・  

１ 調理をする場所には仕切りを設け、関係者以外の人が入らないようにしましょう。 

２ 手指や器具の洗浄・消毒のために次の設備が必要です。 

 ・ 給水設備 

   臨時店舗は、可能な限り水道の給水設備のそばに設置しましょう。 

   給水設備が近くにない場合は、蛇口の付いた蓋付き容器（１８㍑以上）に飲用適の水を 

    入れて臨時店舗に設置してください。 

 ・ 消毒設備 

   手指等の消毒用として、逆性石けんや消毒用アルコールなどを用意しましょう。 

３ 排水が臨時店舗内や周囲に漏れたり、散乱しないよう、排水を受けるための十分な大きさ 

のポリバケツ等を用意しましょう。 

４ 異物混入事故等の防止のため、臨時店舗は、無人にならないようにしましょう。 

５ 廃棄物（客が使用した食器類を含む）を衛生的に処理するため、蓋付きで十分な大きさの 

廃棄物用容器を用意しましょう。 

 

 食品を取り扱う人は・・・  

１ 調理従事者は、清潔な衣服等を着用するとともに、毛髪等が混入しないよう注意しましょ 

う。 

２ 体調不良（下痢・おう吐・発熱など）の人、手指に傷がある人が調理した場合、食品に食 

中毒菌やウイルスをつけてしまう可能性があります。食品に直接触れる作業は行わないよう 

にしましょう。また、家族に同様の発症者がいる場合も注意が必要です。 
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